須賀川市内循環バス運行業務委託仕様書
　
１　目的 

本業務は、循環バスが市内中心部における主要施設間を運行することで、市民の日常生活を支えるための移動手段を確保し、快適に暮らせるまちづくりに資することを目的とする。 

２　事業名 

須賀川市内循環バス運行業務 

３　事業種別 

一般乗合旅客自動車運送事業 (路線定期運行)
４　事業主体 

須賀川市総合交通活性化協議会
５　運行事業者 

運行事業者（以下「受託者」という。）は、道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行）の許可を受けている又は許可を取得できる見込みのある者とする。なお、事業所及び車両保管場所の設置並びに許可申請に要する費用は、受託者が負担するものとする。
６　運行内容
（１）運 行 日　　月曜日から土曜日まで。ただし国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日から１月３日まで）に当たる日は運休するものとする。
（２）利 用 者　　市内外問わず誰でも利用できるものとする。
（３）運行経路　　東循環バス（別表１参照）、西循環バス（別表２参照）、あおば循環バス（別表３参照）　
（４）運行便数（別表４参照。なお、時刻は年度途中で変更の可能性もあり得る。）
ア　東循環バス　　１日９便（仲の町先回り：４便、北町先回り：５便）
ただし、土曜日は５便（仲の町先回り：２便、北町先回り：３便）
イ　西循環バス　　１日10便（公立病院先回り・市民温泉先回り：各５便）
ただし、土曜日は６便（公立病院先回り・市民温泉先回り：各３便）
ウ　あおば循環バス（平日のみ）
１日５便（あおば先回り：３便、まちなか回り：２便）

（５）運行期間　　令和８年10月１日から令和９年９月30日まで

（６）停 留 所　　受託者は、当該運行に係るバス停留所を設置するものとし、停留所には時刻表、運行経路の表示を行うこととする。また、バス停留所に係る新規または、追加設置や移設等に伴う費用負担及び、関係機関等への申請は、受託者が行うものとする。
　　　　　　　　　なお、停留所は既存のバス停留所を使用することもできるものとする。

（７）運　　賃　　１回100円（小学生半額、福祉手帳所持者等半額、乳幼児無料）

１日券200円（小学生半額、福祉手帳所持者等半額、乳幼児無料）
なお、１日券は、東循環バス、西循環バス、あおば循環バスの乗り継ぎ利用ができるものとする。
（８）使用車両　　使用車両は小型または、中型バスとし、受託者が準備し、利用者に配慮した車両とするため、可能な限りノンステップバス等とする。
また、車両の車検及び修繕等の維持管理については、受託者で行うこととし、故障等により使用できない場合、代替車両についても、受託者で準備するものとする。
なお、使用車両は、国土交通省の乗合運行許可を取得したものでなければな
らない。　
７　業務内容 

業務内容は概ね次にあげる業務とする。ただし、業務内容を受託者と協議の上、変更追加することがある。 

（１）乗合運行として必要な業務（運行業務、運賃の収受管理、1日券などの発行管理、乗降客の安全確保、車椅子利用者等の乗降補助、ダイヤ管理、車内アナウンス、緊急時対応、車両の良好な状態の維持管理、備品の管理など） 

（２）乗り継ぎ案内業務 (他の公共交通への乗り換えを含む ) 

（３）バス運行に関する許認可申請に係る業務 

（４）運行開始までの調整・テスト運行業務 

（５）運行業務に関する各種調査への協力及び市が定期報告以外で運行状況等データの提出を求めた場合の対応 

（６）市との各種協議、調整等に係る業務 

（７）国補助金等の交付を受けるための、資料作成、データ提供など必要な対応 

なお、受託者は、防犯、防災に関する情報を入手した場合や緊急事態が発生したときは、速やかに対応し、市及び関係機関と連携を図るものとする。
８　利用実績の報告

乗車人員については、運行便におけるバス停留所ごとの乗降人数を日報に作成し、また月間利用状況をまとめ、運行月の翌月の10日までに市に報告するものとする。
なお、日報及び月報については、市で提供した様式を使用するものとする。
９　委託料の支払
　　委託料は、当該循環バス運行業務に係る経常費用（運行キロ当たり単価×実車走行距離）から、運行による収入及び広告収入等を差し引いた額とし、委託料は委託業務の完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
10　関係法令の遵守 

受託者は、業務遂行に当たって、道路交通法（昭和35年法律第105号）、道路運送法その他関係法令を遵守し、安全かつ快適な運転を図り、時間厳守に努めるものとする。
11　業務遂行上の管理 

（１）業務にあたる乗務員は、交通安全に万全を期するとともに細心の注意を払い利用者に対して誠意をもって対応するものとする。
（２）受託者は、本業務に関する責任者を置くものとする。
（３）車両故障・事故等により、運行を中止、または中断した場合は、受託者は直ちに市に報告するとともに、交代の乗務員の確保、予備車両の運行など業務に支障をきたすことのないように努めるものとする。 

12　苦情の対応

（１）受託者は、苦情や意見等を受けるための連絡窓口や体制を設けるとともに、運行時間内については、常に対応可能な体制を整えるものとする。 

（２）利用者からの苦情、意見等に対しては誠意をもって対応するものとする。 

（３）利用者からの苦情、意見等については、その内容、対応または経過措置等について市に報告をするものとする。
13　事故等の責任

（１）受託者は、緊急事故等における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にし、市に報告するものとする。 

（２）天災、その他やむを得ない理由により通常の運行に支障が生じる恐れがあるときは、受託者は直ちに市に報告するものとする。
（３）本業務における事故等に係る一切の責務、損害等に対する賠償は、受託者が負うものとする。
（４）運行中に事故が発生した場合は、受託者は乗客の安全確保を最優先した事故対応をし、速やかに市に報告するものとする。また、これにより運行の継続が困難となった場合、予備車両や交代の乗務員により、運行に支障が生じないよう務めるものとする。
（５）事故等が発生した場合は、受託者は当該事故の処理が完結するまで、逐一、市へ状況を報告し、その事故の概要及び再発防止策を書面にまとめ、市に提出するものとする。 

14　保険に関する事項 

受託者は、運行車両について、次の補償内容の自動車保険契約を締結するものとする。 

（１）対人賠償　無制限 

（２）対物賠償　無制限 

（３）人身傷害・搭乗者保険　１人3,000万円以上 

※なお、補償内容は、国の規定以上の補償内容とするものとする。
15　権利・義務の譲渡の禁止 

受託者は、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた場合は、この限りでない。
16　留意事項　　　
運行事業者は、本業務を円滑に進めるため、本仕様に定めのない事項については須賀川市総合交通活性化協議会事務局と協議するものとする。　
